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事

前

協
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運営方針等の確認 運営方針、想定する入居者など事業計画の確認 

図面チェック 
計画図面による構造設備の確認（チェックリスト（図面等））

 ⇒建築・消防・保健所等関係機関と事前調整しておく 

書類チェック チェックリスト(設置届添付書類)を参照して準備する 

建築確認申請・確認 事前協議が終了した段階で、確認申請を行う 

設置届の提出・受理 
確認済証、最終図面を添付し、設置届を提出 

 ⇒受理後、設置者あてに「設置届受理通知書」を送付 

入居者募集・工事着工 設置届の受理後に開始

この間に変更する場合は、計画段階で事前相談が必要

事業開始一週間前 

次の書類を提出 

・有料老人ホーム開所報告書 

・有料老人ホーム情報公表一覧 

・建物の登記簿謄本 など 

事 業 開 始 

介護付有料老人ホームについては、特定施設入居者生活介護事業者の指定手続が必要です。
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